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５ 上士幌町 

２月７日 

１９名 ・上士幌町権利擁護センターの中核機関移行準備会議 

６ 【オンライン】 

３月６日 

９７名 ・市町村職員のための権利擁護支援体制づくりに向け

た勉強会 

（カ） 実態調査の実施 

    市町村社会福祉協議会における成年後見制度関係事業に係る実態調査検討会議【オンライン併用】 

     と き 令和５年１１月２１日 

     出席者 ６名 

     内 容 調査項目について 

 （キ） 研修・情報提供の実施 

    ａ  権利擁護システム構築セミナーの開催【オンライン開催 ライブ配信】 

       と き 令和６年３月４日 

       参加者 ６４名（行政１３名 地域包括支援センター８名 社協４３名） 

       内 容 講演１「地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援」 

           講師 永田 祐（同志社大学社会福祉学部社会福祉学科教授） 

           講演２「虐待防止・権利擁護支援を考える」 

           講師 田村 満子（有限会社たむらソーシャルネット代表 大阪高齢者・障がい者虐 

待対応チームアドバイザー） 

                          実践報告「権利擁護支援の体制づくり」 

             報告 清野 光彦（新得町NPO法人ちいさな手） 

                中寺 優介（羽幌町健康支援課 地域包括支援センター係 社会福祉士） 

              助言 永田 祐（同志社大学社会福祉学部社会福祉学科教授） 

ｂ  中核機関・市町村成年後見センター等担当職員研修の開催 

      成年後見制度事業担当者研修【オンライン開催 ライブ配信】 

       と き 令和５年７月２４日 

       参加者 ８６名（行政３８名 社協４８名） 

       内 容 講義「権利擁護支援の中核となる機関の必要性と役割」 

           講師 山口 正之（全国権利擁護支援ネットワーク副代表 萩・長門成年後見センタ

ー理事長 弁護士） 

           講義・演習「意思決定支援の基本」 

           講師 本間 奈美（日本意思決定支援ネットワーク理事 一般社団法人SADO Act代表 

              相談支援センターそらうみ管理者） 

    ｃ  中核機関・市町村成年後見センター等連絡会議の開催 

      成年後見制度事業担当者連絡会議【オンライン開催 ライブ配信】 

       と き 令和５年７月２４日 

       参加者 ６７名（行政３３名 社協３４名） 

       内 容 情報交換 

           アドバイザー 中島圭太朗（向井・中島法律事務所弁護士） 

                  前田亜矢子（苫小牧市福祉部総合福祉課主査） 

                  古川 義則（苫小牧市社協成年後見支援センター参与） 

    ｄ  成年後見制度事業担当者対象者別研修会の開催【オンライン開催 オンデマンド配信】 

         と き 令和５年１１月１７日～令和５年１２日２７日 

         参加者 基礎研修①８６名、基礎研修②１１３名、応用研修８０名 

内 容 説明「成年後見制度の現在の制度動向について」  

説明 道社協権利擁護推進部長 

講義「成年後見制度概論①法定後見について」 

講師 末長 宏章 （末長法律事務所弁護士） 

講義「成年後見制度概論②任意後見について」 
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       講師 大内 髙雄（北海道医療大学大学院非常勤講師） 

       講義２ 第１分科会「養護者による高齢者虐待への対応について」 

       講師 今井  敦（神楽・西神楽地域包括支援センターセンター長） 

       講義２ 第２分科会「養護者による高齢者虐待への対応について」 

講師 大島 康雄（星槎道都大学社会福祉学部社会福祉学科准教授） 

  【オンライン開催 オンデマンド配信】 

   と き 令和５年１１月２０日～１２月１４日 

   参加者 ２９６事業所 

（イ） 北海道高齢者虐待防止推進研修会（施設編） 

  【集合開催】 

   と き 令和５年８月２１日 

   参加者 １１４名 

   内 容 講義１「施設における高齢者虐待の防止について」 

       講師 村山 文彦（介護老人福祉施設ら・せれな施設長） 

       講義２「身体拘束の廃止とケアの実践に向けて」 

       講師 長谷川美栄子（高齢者総合福祉施設サン・グレイス施設長） 

       講義３ 第１分科会「介護現場におけるストレスマネジメント」 

       講師 保坂 昌知（月形藤の園特養部・養護部園長） 

       講義３ 第２分科会「認知症ケアから考える高齢者虐待防止の視点」 

       講師 岸田 喜幸（特別養護老人ホーム藤苑施設長） 

  【オンライン開催 オンデマンド配信】 

   と き 令和５年９月１１日～９月２９日 

   参加者 ３８３事業所 

（ウ） 北海道高齢者虐待防止推進研修会（管理者編） 

  【オンライン開催 オンデマンド配信】 

   と き 令和５年７月２６日～８月３１日 

   参加者 ４７３事業所 

   内 容 講義１「高齢者虐待防止に向けて組織として取り組むために管理職員等が果たすべき役割につ 

いて」 

講師 三井 弘巳（特別養護老人ホームひらおか梅花実施設長） 

講義２「高齢者虐待防止に向けた事業所・施設等における具体的な取組みについて」 

講師 神部 健史（北広島リハビリセンター特養部四恩園施設長 北海道高齢者虐待防止推進 

   委員会委員） 

④ 高齢者虐待防止のための情報提供・広報の実施 

（ア） 事例集の作成と北海道高齢者虐待防止・相談支援センターホームページでの情報提供 

 

７ 生活困窮者自立支援活動の推進 

 平成27年から進められている生活困窮者自立支援制度において、すぐに就職自立が難しい方に対する「就労準 

備支援事業」を受託して3年が経過する。その間、福祉事務所設置自治体に設置されている生活困窮者自立支援事

業所と連携するとともに、社協や社会福祉法人・施設等の協力を得ながら生活困窮者の「日常生活自立」や「社会

生活自立」に取り組んできた。令和5年度においては、新規42件の受付を行い21件のプラン作成を行い地元の関

係機関等と連携して支援を計画的に進めた。また、制度のはざまで支援が難しい場合においては、平成29年度か

ら取り組んでいる「安心サポート事業」により緊急対応を行っており、現在69法人と参加法人が増えてきており、

また、道の補助事業である「安心サポート事業への移行準備事業」で10法人が新たに参加している。 

生活福祉資金貸付事業においては、令和2年3月から貸付を開始した生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金及び

総合支援資金）が令和4年9月をもって受付を終了した。令和5年及び令和6年1月からは、緊急小口資金・総合

支援資金(初回分・延長分)の償還が開始となったが、収入が回復しない等の理由により多く償還免除・猶予申請が

あり、借受人の生活状況等は依然として厳しいことが推察される。 

 こうした中、特例貸付をきっかけに生活福祉資金制度自体の認知度が高まったことにより、子どもの就学費用や

再就職後の生活費等の貸付の需要も高まってきている状況にある。 
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